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*1  タスクフォース構成員 
 
＜大阪府＞ 
 ・健康医療部   上家部長 
          三枝副理事 
 ・保健医療室   森脇副理事 
 ・公衆衛生研究所 山本所長 
＜大阪市＞ 
 ・健康局     甲田局長 
          撫井医務監 
 ・環境科学研究所 平木所長 
          前田課長 

*2  統合準備室 職員  
 

＜公衛研＞ 
 ・三枝副理事兼公衛研企画総務部長 
 ・吉田参事 
 ・田中課長補佐 
 ・根来主査 
＜環科研＞ 
 ・前田課長 
 ・西尾課長 
 ・吉武係長  
 ・三上係長 

˗ҵᾯ ֻ ρὙ (* ) 
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助
言 

Ẉ ṕ Ṗ Ẉ ṕ Ṗ 
 
Ẇ  Ẇ  
Ẇ ṕ Ṗ 

[有識者] 
○上山 信一 
 慶應義塾大学総合政策学部教授・ 
大阪府市特別顧問 

 

ṕ Ṗ 

ởố 

 (* )  

府・市の本庁・本局及び関係機関 

・地衛研機能
に関する 

 外部有識者 
など 

ヒアリング等 

参加 

大阪健康安全基盤研究所タスクフォース  平成28 年度体制 
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これまでの検討状況等 

○大阪健康安全基盤研究所タスクフォース 

 ・第１回（５月１２日） ・第２回（６月１３日） ・第３回（６月２３日）  

 ・第４回（７月１３日） ・第５回（７月２５日） 
 

○大阪府市地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所評価委員会 

 ・第１回（６月２８日） ・第２回（７月２７日） 
 

○知事・市長による東京都健康安全研究センターの視察（６月２１日） 
 

○関係機関等からの要望等 

 ・大阪府感染症対策審議会委員からの意見聴取（審議会開催時） 

 ・大阪府保健所長会（要望書） 

 ・大阪医薬品協会、大阪家庭薬協会、大阪府家庭薬工業協同組合（連名要望書） 
 

○ご意見をお伺いした外部有識者 

 ・上山 信一 慶應義塾大学総合政策学部教授・大阪府市特別顧問 

 ・倉根 一郎 国立感染症研究所長 

 ・川西  徹   国立医薬品食品衛生研究所長 

 ・新村 和哉 国立保健医療科学院長 

 ・米田 悦啓 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 

 ・福島 若葉 大阪市立大学医学研究科教授   

 ・渋谷 健司 東京大学大学院医学系研究科教授 

 ・押谷  仁   東北大学大学院医学系研究科教授 



業務分野 現   行 課題と都衛研にある機能 新研究所で充実させる機能 

健康危機 
管理 

・健康危機管理を担う専属の 
担当部署がない 

・情報の一元管理を図る必要 
・都衛研では健康危機情報管理の専門部
署を設置 

・健康危機情報管理室の設置 

感染症 
・疫学調査 
・情報Ｃ 

・疫学調査は保健所のみで実施 
・公衛研では併任職員が感染症 
情報Ｃを運営 

・府市合同で解析会議を実施 

・疫学調査を専門チームの必要性 
・都衛研では専門の調査チーム 
 （ＴＥＩＴ）を設置 
・感染症情報Ｃは府市が個別対応で、踏
み込んだ解析ができていない 

・感染症等にかかる疫学調査研究担
当を設置し専門的な対応を図る 

検査 
・検査の精度管理を独立して担当
する部著がなく、担当者に依拠
している 

・独立した信頼性確保部門の設置が必要 
・都衛研では精度管理室を設置 

・信頼性確保部門を設立 

設備機器 
・ＢＳＬ３実験室は公衛研２室、
環科研１室 

・２か所運営では保守点検時等への対応
に支障がある 

・都衛研は５室を１か所運営 

・１施設で３室以上のＢＳＬ３実験
室を集中して設置 

人材育成 
・政令市・中核市の職員技術研修
は各市で実施 

・職員の検査レベルに差 
 （検査水準の維持、向上） 
・今後、中核市が増加し職員への技術研
修が必要 

・特に中核市の職員研修を強化し、
府内の技術レベルの均てん化 

 （研修内容、レベルの統一化） 

 
ネットワーク 
 

・国立研究機関とは個別に連携 
・新たな危険ドラッグについては、
東京都、大阪府の地衛研が分担
して調査し、情報を共有して合
同審査会で知事指定を行い、こ
れを受けて国が指定 

・法人化後も継続できるか 
・法人化後もネットワークに参加 
・国立研究機関や都衛研との共同研   
究・共同調査を継続 

学術分野・産
業界への支援 
・連携 

・共同研究の実施 
・学術分野からの研修・実習の受
け入れ 

・専門的な相談 
・特定保健用食品申請品の関与成
分分析 

・地方衛生研究所として期待される社会
的ニーズへの対応 

・共同研究の充実 
・研修機能の充実 
・専門的な相談の充実 
・特定保健用食品等への専門的な関
与 
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新たな研究所における機能等の充実 



公衆衛生研究所 
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大阪健康安全基盤研究所 機能強化イメージ 

環境科学研究所 
  
  
  
  
  
  
  
  

大阪健康安全基盤研究所 
（公衛研・環科研の統合 ＋ 新たな機能） 

微生物部門 
（検査・研究等） 

理化学部門 
（検査・研究等） 

 
統合・法人化・機能強化 

○信頼性確保の専門部署:精度管理室 

○疫学調査研究チーム 

○健康危機管理情報の専門部署 

○府内全中核市への支援 

○学術分野・産業界への支援・連携
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機能強化が求められる公衆衛生上の状況変化 

府内の中核市(保健衛生行

政に関する事務を府から移

管）の増加 
■28年度現在：4市 
高槻市・東大阪市・ 
豊中市・枚方市 

■30年度： 
岸和田市・八尾市 

■31年度以降： 
寝屋川市 

中核市単独で調査研究機能を
維持することは人材・施設と
もに極めて難しい 

グローバル化の進展と 
インバウンド急増による 
新興・再興感染症発生の 
リスクの増大 
Âデング熱(アジア･大洋州） 
ÂMＥRS(中東） 
Âジカウィルス感染症(南米) 
Âエボラ出血熱･黄熱･チクング
ニア熱･リフトバレー熱 
(アフリカ) 
Â鳥インフルエンザ(中国) 

超高齢社会･世帯人口の 
小規模化による食の変化 
Â提供形態の複雑化 
（食材→食品→食事） 
Â食中毒の広域化･多極化 

ジェネリック医薬品使用
の促進 
Â製造流通行程の品質保証 

人口減少社会における水
道・生活排水を取り巻く
環境の変化 
■給水人口の減少などにより 
水需要が減少 

■水道施設の老朽化への対応 
■水道水源の水質リスクの増大 
■人口減少を踏まえ、浄化槽整
備への見直しが必要 

 感染症法の改正 健康危機管理の重要性 議会での議論 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

中期目標（案）へ反映 
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地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所 第１期中期目標（案）の策定 
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地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所 第１期中期目標（案） 

修正前（H25.9 ） 
修正後（H28.8 ） 

※下線部が修正箇所 
 【 】内の数字は７ページの各改正ポイント番号を記載 

 
⌐ ╢  

 
 │ 35 ⌐⁸
│ 49 ⌐⁸∕╣∙╣ ⌐ ↕╣√ ╩ ≤
⇔≡ ↕╣√⁹ ⁸ ⌐ ╢ ה ╩ ™⁸╕√⁸

─ ⌐ ⇔≡│⁸ ╩ ⅛≈
⌐ ∆╢ ≤⇔≡⁸ ─ ╩ ╢≤™℮ ╩
√⇔≡⅝√⁹ 
 ─ ╛ ─№╠╝╢ ꜟⱣכ꜡◓≢ ⅜ ╗ ⌐⅔™
≡⁸ ⅜ ⌐⇔⁸№╢™│ ∆╢ ⌂ ╛
─ ╩ ⇔⁸╕√⁸ ⌐ ╩ ⅎ≡ ⅜╢ ⅛╠
╩ ╢√╘⌐│⁸ ⌐⅔™≡╙⁸ ─ ⌐≤╠

╦╣╢↓≤⌂ↄ⁸ ╩ ↄ ∫√⁸╟╡ ⌂ ⅜ ╘╠╣╢⁹ 
 ↓─╟℮⌂ ⅛╠⁸ 26 ⁸↓╣╕≢─ ╩ ⇔⌂
⅜╠ ┘ ─ ≈─ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╡⁸∕╣
∙╣⅜ ∆╢ ╩ ⅛⇔⁸╕√⁸ ≤⇔≡─ ┘
⌐ ≠™≡ ╩ ╢ ⌐ ⌐ ⇔⁸ ⌐╦√∫≡

⌂ ╩∆╢↓≤⌐╟╡⁸ ⌐ ⇔≡ ╩☻ⱦכ◘╢∆
╟╡ ↕∑╢↓≤╩ ⇔⁸

₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ↕∑╢↓≤≤⌂∫√⁹ 
 ⅜⁸∕─ ⌐ ↕╣√₈ ⌐ ╢
⁸ ┘ ┘⌐ ─ ⁸ ⁸
─ ╩ ∂≡⁸ ┼─ ⌂ ╩│∂╘⁸
┼─ ⅛≈ ⌂ ╩ ™⁸╙∫≡ ─

┘ ─ ⌐ ∆╢₉≤™℮ ╩ √∆√╘⁸
┘ │⁸ 15 118

25 ─ ⌐╟╡⁸ ─≤⅔╡ ╩ ╘⁸↓╣╩
─ ⌐ ∆╢╟℮ ⌐ ⇔ ∆╢⁹ 

 
⌐ ╢  

 
 │ 35 ⌐⁸
│ 49 ⌐⁸∕╣∙╣ ⌐ ↕╣√ ╩ ≤
⇔≡ ↕╣√⁹ ⁸ ⌐ ╢ ה ╩ ™⁸╕√⁸

─ ⌐ ⇔≡│⁸ ╩ ⅛≈
⌐ ∆╢ ≤⇔≡⁸ ─ ╩ ╢≤™℮ ╩
√⇔≡⅝√⁹ 
 ─ ╛ ─№╠╝╢ ꜟⱣכ꜡◓≢ ⅜ ╗ ⌐⅔™
≡⁸ ⅜ ⌐⇔⁸№╢™│ ∆╢ ⌂ ╛

─ ╩ ⇔⁸╕√⁸ ⌐ ╩ ⅎ≡ ⅜╢ ⅛╠
╩ ╢√╘⌐│⁸ ⌐⅔™≡╙⁸ ─ ⌐≤╠

╦╣╢↓≤⌂ↄ⁸ ╩ ↄ ∫√⁸╟╡ ⌂ ⅜ ╘╠╣╢⁹ 
 ↓─╟℮⌂ ⅛╠⁸ₒᵔₓ 29 ⁸↓╣╕≢─ ╩
⇔⌂⅜╠ ┘ ─ ≈─ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╡⁸

∕╣∙╣⅜ ∆╢ ╩ ⅛⇔⁸╕√⁸ ≤⇔≡─ ┘
⌐ ≠™≡ ╩ ╢ ⌐ ⌐ ⇔⁸ ⌐╦

√∫≡ ⌂ ╩∆╢↓≤⌐╟╡⁸ ⌐ ⇔≡ כ◘╢∆
ⱦ☻╩╟╡ ↕∑╢↓≤╩ ⇔⁸

₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ↕∑╢↓≤≤
⌂∫√⁹ 
 ⅜⁸∕─ ⌐ ↕╣√₈ ⌐ ╢
⁸ ┘ ┘⌐ ─ ⁸ ⁸
─ ╩ ∂≡⁸ ┼─ ⌂ ╩│∂╘⁸
┼─ ⅛≈ ⌂ ╩ ™⁸╙∫≡ ─

┘ ─ ⌐ ∆╢₉≤™℮ ╩ √∆√╘⁸
┘ │⁸ 15 118

25 ─ ⌐╟╡⁸ ─≤⅔╡ ╩ ╘⁸↓╣╩
─ ⌐ ∆╢╟℮ ⌐ ⇔ ∆╢⁹ 
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 ─  

  26 ⅛╠ 31 31 ╕≢─ ≤∆╢⁹ 
 ⌐ ⇔≡ ─⧵☻ⱦכ◘╢∆ ─ ─ ─ ⌐  
∆╢  

  │⁸ ⌐⅔↑╢ ≤⇔≡⁸∕─
≢№╢ ┘ ⌐↓
╣╕≢ ↕╣≡⅝√ ╩ ⌐ ⇔⁸ ─
╩ ⌐ ⇔≡ ┘ ⌐ ⇔≡ ₁⌂ ⅛≈
⌂ ╩ ™⁸ ─ ─ ┘⌐ ─

┘ ─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ┘ ⌐ ⇔≡ √∆═⅝ ─ ≤  
(1)  ─  

⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ╘⁸
⁸ ⁸ ⁸ ∕─ ╠⅛─ ⌐╟╡ ∂

╢ ─ ┘ ─ ╩ ⅛∆ ─ ─ ╛
─ ⌐⅔↑╢ ─ ─√╘⁸ ⌐ ∆╢

⅛≈ ⌂ ╩ ⅛≈ ⌐ ℮↓≤⁹ 
 
 
 
 
 
 

 
 ─  
ₒᵔₓ 29 ⅛╠ 34 31 ╕≢─ ≤

∆╢⁹ 
 ⌐ ⇔≡ ─⧵☻ⱦכ◘╢∆ ─ ─ ─ ⌐  
∆╢  

  │⁸ ⌐⅔↑╢ ≤⇔≡⁸∕─
≢№╢ ┘ ⌐↓
╣╕≢ ↕╣≡⅝√ ╩ ⌐ ⇔⁸ ─

╩ ⌐ ⇔≡ ┘ ⌐ ⇔≡ ₁⌂ ⅛≈
⌂ ╩ ™⁸ ─ ─ ┘⌐ ─

┘ ─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 
ₒᵓₓ∕─ ⌐│⁸ ⁸

┘ ₈ ₉≤™℮⁹
≤ ∆╢↓≤⁹↕╠⌐⁸ ≤ ≢
∆╢ ⁸ ┘

╩ ≤∆╢ ⁸ ┘
⌐⅔↑╢ Ⱡ♇♩꞉כ◒ ₈ Ⱡ♇♩꞉₉◒כ≤™

℮⁹ ╩ ⇔⁸ ─ ⌐ ≠™√ ╩ ℮↓≤⁹ 
ₒᵒₓ╕√⁸ │⁸ ⌂ ─ ≤ ┘
─ ה ⌐ ╘⁸ ╩ ∆╢↓≤⁹↕╠⌐⁸

│⁸ ─ ≤⇔≡ ┘
⅜ ≤∆╢ ⁸ ⅜ ⌐ ≢⅝╢╟℮
╩ ∆╢↓≤⁹ ∕─ │
⅜ ⌂ ─ ╩ ╘√ ⌐│⁸ ⅛≈ ⌂

╩∆╢↓≤⁹ 
 ┘ ⌐ ⇔≡ √∆═⅝ ─ ≤  

(1)  ₒᵒₓ ⌐⅔↑╢ ─ √∆═⅝
 

 ₒᵒₓ ∕─ │
⅜ ⌂ ─ ╩ ╘√ ⌐│⁸ ┘ ─

⌂≥─ ╛ ☿fi♃כ≤╙
⌐ ⇔⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ∕─ ╠

⅛─ ⌐╟╡ ∂╢ ─ ┘ₒᵒₓ ⌐ ╢
─ ─√╘⁸ ⌐ ∆╢ ⅛≈ ⌂ ╩

⅛≈ ⌐ ℮↓≤⁹ 
ₒᵒₓ (2)  ⌐⅔↑╢ ┼─ ⅎ 

 ₒᵒₓ ╟╡⁸ ╩ ⇔√ ╛
ⱴ♬ꜙ▪ꜟ ⌂≥⌐╟╡⁸ ⅜™≈ ⇔≡╙

⅛≈ ⌐ ≢⅝╢ ╩ ∆╢↓≤⁹ 
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(2)  ─  

 ⌐ ↕╣√ ⁸ ⁸ ─ ╩ ⌐
⇔⁸ ⌐ ╢ ╩ ⅛≈ ⌐ ∆

╢↓≤⁹ 
 
 
 
 

(3)  ─  
⌐⅔↑╢ ⌂ ╛☼כ♬ ─ ╩

⌐ ⇔⁸ ─ ┘ ╛ ┼─
⌐ ∆╢ ⁸ ⌐ ⌂ ─

╛ ─ ┘ ─√╘─ ⌐ ╡ ╗↓≤⁹ 
 

 
ᵑ ─  

╡ ╗═⅝ ─ ⌐ ⇔≡│⁸
╛☼כ♬ ─ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

ᵒ ─  
⌐☼כ♬ ⅎ╢√╘⌐⁸ ╩ ∂≡

⅛≈ ⌂ ╛ ─ ⌐ ╘╢↓≤⁹
┼─ ⌐ ∆╢↓≤╛ ─ ⁸ ⌐

╛ ─ ™╙─⌐≈™≡│⁸ ⌐ ╩
∆╢↓≤⅜≢⅝╢ ╩ ∆╢ ─ ╩ ℮↓≤⁹╕
√⁸ ─ ™ ╩ ∆╢√╘⁸ ╩ ╦∏ ─

≤─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 
ᵓ ─  

─ ╛ ≤─ ⁸
⌐ ⌂ ─ ⌐ ╘╢↓≤⁹ 

 
ᵔ ─  

⌐≈™≡│⁸ ⌐☼כ♬ ∆╢ ⁸
╛ ─ ⁸ ╠╣√ ─ ┼─
─ ⌐≈™≡⁸ ─ ╙ ⅎ√ ╩ ™⁸
╩ ─ ─ ─√╘⌐ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 

 
(3)  ─  

 ⌐ ↕╣√ ⁸ ⁸ ─ ╩ ⌐
⇔⁸ₒᵑₓ ⁸ ⁸ ⁸ ─
⌐ ╢ ╩ ⌐ ⅛≈ ⌐ ∆╢↓≤⁹∕

─ ⌐ ⇔≡│⁸ Ⱡ♇♩꞉כ◒╩ ⇔⁸ ─
⌐ ≠™√ ─ ⌐ ╘╢↓≤⁹ 
 ₒᵑₓ╕√⁸ ─ ─ ╩ ╢√╘⁸

╩ ↕∑⁸ ─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 
(4)  ─  

 ₒᵓₓ Ⱡ♇♩꞉כ◒╩ ⇔⁸ ⌐⅔↑╢
⌂ ₒ╛☼כ♬ ₓ ─ ╩ ⌐ ⇔⁸
─ ┘ ╛ ┼─ ⌐ ∆╢
⁸ ⌐ ⌂ ─ ╛ ─

┘ ─√╘─ ⌐ ╡ ╗↓≤⁹ₒᵔₓ╕√⁸∕
─ ╩ ⌐ ↕∑╢╟℮⌐ ╘╢↓≤⁹ 
ᵑ ─  

╡ ╗═⅝ ─ ⌐ ⇔≡│⁸
╛☼כ♬ ─ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

ᵒ ─  
⌐☼כ♬ ⅎ╢√╘⌐⁸ ╩ ∂≡

⅛≈ ⌂ ╛ ─ ⌐ ╘╢↓≤⁹
┼─ ⌐ ∆╢↓≤╛ ─ ⁸ ⌐

╛ ─ ™╙─⌐≈™≡│⁸ ⌐ ╩
∆╢↓≤⅜≢⅝╢ ╩ ∆╢ ─ ╩ ℮↓≤⁹╕
√⁸ ─ ™ ╩ ∆╢√╘⁸ ╩ ╦∏ ─

≤─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 
ᵓ ₒᵓₓ ─ ≤ ─  

ₒᵓₓ ≤⇔≡─ ╩ ⅛⇔≡⁸
╙ ⇔⁸ ╛ ≤ ⁸

╩ ∆╢↓≤⁹ 
ᵔ ─  

⌐≈™≡│⁸ ⌐☼כ♬ ∆╢ ⁸
╛ ─ ⁸ ╠╣√ ─ ┼─
─ ⌐≈™≡⁸ ─ ╙ ⅎ√ ╩ ™⁸
╩ ─ ─ ─√╘⌐ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 
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(4)  ─ ה ה ─  

─ ה ה ⌐ ∆╢ ╩ ↕∑
╢≤≤╙⌐⁸ ┼─ ⁸ ⌐ ╢
─ ╩ ╢↓≤⁹ 

 ⌐ ⇔≡ ─☻ⱦכ◘╢∆ ⅛╠⁸ ─ ╛
⁸ ⌐ ∆╢ ⁸ ╛

╩ ∂≡ ╠╣√ │⁸ ⅜ ⌐ ≢⅝⁸
⌐ ≡╠╣╢╟℮⌐ ⇔≡ ⌐ ∆╢↓≤⌐╟
╡⁸ ─ ┘ ─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

(5)  ─  
 ─ ─ ─ ╩│∂╘⁸ ─

─ ┼─ ╩ ™⁸ ⌐ ╢
┘ ─꜠ⱬꜟ─ ⌐ ∆╢╟℮⌐ ╘╢↓≤⁹ 

 ─ ⌐⅔↑╢  
╛ ╩│∂╘≤∆╢ ─

─ ─╙≤⁸ ⌐⅔↑╢ ─╖
⌂╠∏⁸ ⌐⅔™≡╙⁸ ─ ╛ ≤
⇔≡─꜠ⱬꜟ ⌐⅔™≡ ╩ √⇔⁸ ─

┘ ─ ⌐ ∆╢╟℮⌐ ╘╢↓≤⁹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(5)  ₒᵑₓ ─ ה ה ─  

ₒᵑₓ ☿fi♃⁸≡⇔≥כ ─ ה
ה ⌐ ∆╢ ╩ ↕∑╢≤≤╙⌐⁸

⌐ ╢ ─ ╩ ╢↓≤⁹ ∑≡⁸ ⌐ ⇔≡ ↕
ⱦ☻≢╙№╢↓≤⅛╠⁸כ◘╢╣ ⅜ ⌐ ≢⅝⁸
⌐ ≡╠╣╢╟℮⁸ ⇔≡ ⌂ ⌐ ╘╢↓≤⁹ 

 
 
 

(6)  ─  
─ ─ ─ ╩│∂╘⁸ ─
─ ┼─ ╩ ™⁸ ⌐ ╢

┘ ─꜠ⱬꜟ─ ⌐ ∆╢╟℮⌐ ╘╢↓≤⁹ 
 ─ ⌐⅔↑╢  

 
 
 
 
 
ₒᵓₓ(1)  Ⱡ♇♩꞉כ◒ ┘ ≤─  

 ₒᵓₓ Ⱡ♇♩꞉כ◒⌐⅔↑╢ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸
≤ ⇔⁸ ꜠ⱬꜟ─ ╩ ╢↓≤⁹ 

ₒᵓₓ(2)  ─ ≤─  
 ₒᵓₓ ─ ≤⇔≡ ⅝ ⅝
╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ☿fi♃כ≤─
╩ ╢↓≤⌐╟╡⁸ ⌐⅔™≡ ─

≤⇔≡─ ╩ √∆↓≤⁹ 
ₒᵒₓ(3)  ≤─  

 ₒᵒₓ ─ ⁸ ┘
☿fi♃כ ≤ ⇔⁸ ╩ ╢↓≤⁹ 

ₒᵓₓ(4)  ╛ ⌐⅔↑╢  
 ₒᵓₓ ╛ ⌐⅔™≡
╛ ≤ ⇔⁸ ─ ┘ ⌐
╩ ╢↓≤⁹ 
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 √⌂  
 ┼─ ╩ ≤⇔⁸╟╡ ™ ⅛╠⁸

─ ∆╢ ┘ ⌂ ╩ ⇔≡⁸
─ ≢№╢ ╛ ⌐ ⇔ ⅜
∆╢ ┘ ╩ ⇔⁸ ─ ┘ ─
⌐ ∆╢╟℮⌐ ╘╢↓≤⁹ 
 
 
 
 
 
 
 

 ─ ┘ ⌐ ∆╢  
 ─  
(1)  ⱴⱠ☺ⱷfi♩─  

 ─ ╩ ⌐⇔⁸ ⅎ∏ ∆╢ ⌂
⌐☼כ♬ ⇔⁸ ─ ┘ ─ ⌐

∆╢╟℮ ⅛≈ ⌐ ╩ ℮↓≤⁹ 
(2)  ─  

 ─ ╛ ─ ◦☻♥ⱶ─ ⁸
⌂ ≢ ⅜ ⌂╙─⌐≈™≡│ ╩ ╘╢ ⁸

─ ╩ ╢↓≤⁹ 
(3)  ─  

 ↕╣╢ √⌂ ┼─ ┘ ─
─ ⅛╠⁸ ─ ⁸ ┘ ─ ╩ ╘
╠╣╢╟℮ ╩ ∆╢↓≤⁹ ⌐⁸ ┘

⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ ─ ⅜ ⌐
╦╣╢╟℮⌐ ⇔⁸∕─ ╩ ╢↓≤⁹ 

 
(4) ה  ─  

 ─ ─ ┘⌐ ─ ┘ ⌐ ╦
╢ ┘ ─ ╩ ╡⁸ ─ ™ ┘

╩ ∆╢↓≤⁹ 
 

 
 ₒᵓₓ ⌐ ∆═⅝ ≤ √⌂  
 ₒᵓₓ ┘
─ ╩ ≤⇔⁸ ─ ⌂ ≤⇔≡⁸

⌐ ╦╢ ╛ ─ ╩ ╢≤≤╙
⌐⁸ ─ ╩ ™⁸ ⌂≥┼─ ╩

∆╢↓≤⁹╕√⁸ ⌂ ┘ ╩ ⇔≡
─ ≢№╢ ╛ₒᵓₓ ⌐ ⇔⁸

⅜ ∆╢ ┘ ╩ ∆╢↓≤⁹ₒᵓₓ↕╠⌐⁸
⌐⅔™≡│ ─╖⌂╠∏⁸ ⁸ ≤─

╙ ╢↓≤⁹╕√⁸ ⌐ ⇔≡─ ⌐ ≠ↄ
─ ╩ ╢↓≤⁹ 
 ₒᵓₓ √⌂ ⌐№√∫≡│⁸ ≤⇔≡
─ ⌐ ⅜ ∂⌂™╟℮ ∆╢↓≤⁹ 
 ─ ┘ ⌐ ∆╢  
 ─  

(1)  ⱴⱠ☺ⱷfi♩─  
 ─ ╩ ⌐⇔⁸ ⅎ∏ ∆╢ ⌂

⌐☼כ♬ ⇔⁸ ─ ┘ ─ ⌐
∆╢╟℮ ⅛≈ ⌐ ╩ ℮↓≤⁹ 

(2)  ─  
 ─ ╛ ─ ◦☻♥ⱶ─ ⁸
⌂ ≢ ⅜ ⌂╙─⌐≈™≡│ ╩ ╘╢ ⁸

─ ╩ ╢↓≤⁹ 
(3)  ₒᵔₓ ─  

 ₒᵔₓ ┼─ ┘ ─ ─ ⅛╠⁸
─ ⁸ ┘ ─ ╩ ╘╠╣╢╟℮

╩ ∆╢↓≤⁹ 
 ₒᵓₓ ⌐⁸ ⁸ ┘ ⌐ ⇔
≡™╢ ─ ⅜ ⅎ╢╟℮ ┘ ─

╩ ╢↓≤⁹ 
(4) ה  ─  

 ₒᵑₓ ─ ™ ┘ ╩ ∆╢√╘⁸
─ ─ ⁸ ─ ה ה

┘ ─ ה ─ ┘⌐ ─ ה
⌐≈™≡─ ה ─ ╩ ╢↓≤⁹ 
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(5)  ⌂  

 ⌐≈™≡│⁸ ─ ╩ ╕ⅎ⁸ ⌐
∆╢↓≤⁹ 

 ─ ⌐ ↑√  
⌐☼כ♬     ≠⅝⁸ ⌐ ∫≡ ⌂ ╩
⇔⁸∕─ ┘⸗♅ⱬכ◦ꜛfi─ ⌐ ╘╢↓≤⁹ 

 
 
 
 
 

(1)  ─  
 ╛ ≤⇔≡ ↕╣√ ─ ╛ √⌂ ┘

─ ╩ ⌐ ℮ ⁸ ─ ⅜ ╠╣╢
╟℮⌐ ─ ⌐ ╡ ╗↓≤⁹ 

(2)  ─  
 ─ ⌂ ╩ ™⁸ ≤ ─ ╩
╢↓≤⁹ 

 ─ ⌐ ∆╢  
 ─Ᵽꜝfi☻╩ ⌐ ⇔⁸ ─ ⌐ ╘⁸╕√⁸

─◖☻♩ ╩ ∆╢ ⌐╟╡ ╩ ⌐ ∆╢↓
≤⁹ 

 ∕─ ⌐ ∆╢  
 ┘ ─ ┘  
⌐☼כ♬  ⌐ ⅎ≡™ↄ√╘⁸ ┘
╩ ⌐ ⇔ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸∕╣╠─ ⌂
⌐ ╘╢↓≤⁹⌂⅔⁸ ≤

╩ ∆╢ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸
─ ╡ ⌐≈™≡ ⌐ ⅎ ╩ ∆↓≤⁹ 

 
  
 ⅜ ⅛≈ ⌂ ≢ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝
╢╟℮⁸ ─ ≤ ⌐ ╘╢↓≤⁹╕√⁸
⅜ ≤╙⌐ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢
⅝╢╟℮⌐∆╢↓≤⁹ 

 

 
(5)  ⌂  

 ⌐≈™≡│⁸ ─ ╩ ╕ⅎ⁸ ⌐
∆╢↓≤⁹ 

 ─ ⌐ ↑√  
  ₒᵒᵔₓ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ⇔≡
┘ ⌐⅔↑╢ ╩ √∆ ≢№╢↓≤╩ ⌐ ╕

ⅎ⁸ ─ ┘ ╩ ℮↓≤⁹ 
ₒᵒₓ(1)  ─ ┘  

 ₒᵒₓ ─☼כ♬ ⌐ ℮ ⌐ ⅎ╢√╘⁸
⌂ ⌐ ∫≡ ⌐ ╩ ⇔⁸ ⌐ ╘╢

↓≤⁹ 
(2)  ─  

 ╛ ≤⇔≡ ↕╣√ ─ ╛ √⌂ ┘
─ ╩ ⌐ ℮ ⁸ ─ ⅜ ╠╣╢

╟℮⌐ ─ ⌐ ╡ ╗↓≤⁹ 
(3)  ─  

 ─ ⌂ ╩ ™⁸ ≤ ─ ╩
╢↓≤⁹ 

 ─ ⌐ ∆╢  
 ─Ᵽꜝfi☻╩ ⌐ ⇔⁸ₒᵔₓ◖☻♩ ╩ ∫≡⁸

⌂ ≤ ⌐ ╘╢↓≤⁹ 
 

 ∕─ ⌐ ∆╢  
 ┘ ─ ┘  

⌐☼כ♬ ⌐ ⅎ≡™ↄ√╘⁸ ┘
╩ ⌐ ⇔ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸∕╣╠─ ⌂
⌐ ╘╢↓≤⁹ 

 ₒᵒₓ⌂⅔⁸ ┘ ─ ⌐№√∫≡│⁸
☿fi♃כ≤ ⌐ ╩ ╡⁸ ⌐ ∆

╢↓≤⁹ 
  

⅜ ⅛≈ ⌂ ≢ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢
╟℮⁸ ─ ≤ ⌐ ╘╢↓≤⁹╕√⁸ ⅜
≤╙⌐ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢╟

℮⌐∆╢↓≤⁹ 
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 ⌐ ⇔√ ─  
 ⌐ ⇔√ ⌐ ╘╢↓≤⁹ 
 ◖fiⱪꜝ▬▪fi☻─  
 ─ ╩ ⇔⁸ ™ ╩ ∫≡ ╩ ∆╢
↓≤⁹╕√⁸ ╛ ⌐ ∆╢ │⁸ ⌐
≠⅝ ⌐ ╡ ™⁸ ∆╢↓≤⁹ 

 ─  
⌐ ⇔≡ ╩ ∆╢√╘⁸ ╩ ⇔⁸

⌂ ⌐ ╘╢↓≤⁹ 
 

 
 ⌐ ⇔√ ─  

⌐ ⇔√ ⌐ ╘╢↓≤⁹ 
 ◖fiⱪꜝ▬▪fi☻─  
 ─ ╩ ⇔⁸ ™ ╩ ∫≡ ╩ ∆╢
↓≤⁹╕√⁸ ╛ ⌐ ∆╢ │⁸ ⌐
≠⅝ ⌐ ╡ ™⁸ ∆╢↓≤⁹ 

 ─  
 ⌐ ⇔≡ ╩ ∆╢√╘⁸ ╩ ⇔⁸
⌂ ⌐ ╘╢↓≤⁹ 

 



施設のあり方検討（二元施設と一元化施設の比較） 

二元施設 一元化施設 

概 

要 

○旧健科Ｃビルを改修し、公衛研を単独
移転 ○旧健科Ｃビルまたは環科研を改修し、面積不足分

は増築 
○あるいは、府有地または市有地に新施設を整備 

(1) 二施設で運営 
環科研の改修は行わ
ない 

(2)  部門別集約 
環科研の大規模改
修が必要 

メ
リ
ッ
ト 

・公衛研移転の作業を再開【整備期間】 ・指揮命令系統や機能面で統合が可能【機能】 
・機能強化が可能（BSL3、精度管理室、健康危機情
報管理室等）【施設】 

・施設・設備面での効率的な運営が可能【設備】 
・ランニングコストの効率化が可能【効率化】 

・当面の費用は公衛
研単独移転のみ 

デ
メ
リ
ッ
ト 

・指揮命令系統の合理化が図れない 
・施設の規格による制限あり【機能】 
・基本料金などの二重化【非効率】 ・候補地の状況、住民への説明等により、着工に時

間を要する恐れ【整備期間】 ・環科研は築42年が経過しており、約
15年後には老朽化に伴う施設の建替等
の再整備が必要 

 新研究所が果たす役割や機能を発揮するために担保すべき指揮命令系統や将来的
な費用対効果等を考慮し、施設形態は「一元化施設」として整備すべき 
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施設形態 
二施設を維持 

 
【Ａ】 

合築型一元施設 
（環科研を活用） 

【Ｂ】 

合築型一元施設 

（旧健科Ｃビルを活用） 
【Ｃ】 

一元化施設 新規に建設 
 

【Ｄ】 

概 要 
公衛研を単独移転（5～13階） 
（他機関との共同利用を含む） 

環科研を活用し、不足分を
隣接地に新棟建築 

旧健科Ｃビルを活用し、不
足分を隣接地に新棟建築 

『府有地または市有地』に
新施設を整備 

施設の 
イメージ 

施設整備 
規模 

 7,200  

 9,600  

β20,000  

  6,400 10,400  

   9,600  

   4,000 8,000  

 12,000  

  16,000 20,000  

整備費用 
超概算 
※精査中 

(1)

 

 
 

(2)

 

 
 

   

約15年後に建替費用が必要 同左 既存施設の有効活用 
Ｂ・Ｃに比べて制約の無
い設計が可能 

整備期間 
超概算 
※精査中 

 

１５か月 
 

３２か月 ３２か月 ～２１か月 ２４か月 

住民説明 従来からの説明も継続 
新棟の建設については、
近隣住民との調整が必要 

これまでの説明を改め機
能強化部分の説明が必要 

新たに説明が必要 

留意点等 
 

・部門別集約は費用対効果から
不適当 
・環科研ビルは、築42年が経過
しており、約15年後には老朽化
に伴う施設の建替等の再整備が
必要 

・環科研ビルは、築42年
が経過しており、約15年
後には老朽化に伴う施設
の建替等の再整備が必要 
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施設形態の検討 

  

いずれの場合も設計等に別途42か月が必要 
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一元化施設の前提条件 

■一元施設に必要な土地の考え方 

 前提：大阪健康安全基盤研究所に求められる規模や 

    機能を有する新施設が建設可能な土地である 

    こと 

 以下の条件を満たす府有地または市有地の未利用地の中から 

 選定する。   

 ○東京都健康安全研究センターレベルの施設規模を前提とし、 

  16,000㎡～20,000㎡の建物が建築可能な土地 

  （環境科学研究センターを含む。） 

    16,000㎡ ＝ 現行の公衛研と環科研の施設規模をベース 

          として、設備・機器、その他共用スペースを 

          都衛研並みで試算 

    20,000㎡  ＝ 職員１人あたりの床面積を都衛研並みで試算 
 

 ○都市計画法上の用途地域が、第２種住居地域、準住居地域、 

  近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域または工 

  業専用地域の土地 
 

 ○新施設が建設可能な建ぺい率・容積率などの諸条件をクリ 

  アできる土地（面積については、容積率を300％と想定す 

  ると、最低限5,500㎡～7,000㎡以上が必要であり、将来 

  の現地建替えに対応するためには、その倍程度を確保する 

  必要がある。） 

■立地候補地選定にあたっての検討項目 
  

 以下の項目などを参考に候補地の検討を進める。 
 

 ○交通アクセスの考慮 

  ①検体搬入等における利便性・確実性（車を使用した場合、

公共交通機関を利用した場合） 

  ② 研究所職員の緊急参集時の容易性 

  ③大規模災害発生時のアクセス 

 ○周辺状況等（住宅や施設など） 

 ○防災面（津波、液状化の被害想定） 

 ○近隣住民への説明の期間 

 ○土地価格 

 ○その他留意事項 

  ・着工可能時期（更地や既存施設の撤去などの諸条件） 

  ・長期的視点から将来の現地建替えに対応可能か 

   （２施設分の建設が可能か） 


